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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成31年1月17日(2019.1.17)

【公表番号】特表2017-538163(P2017-538163A)
【公表日】平成29年12月21日(2017.12.21)
【年通号数】公開・登録公報2017-049
【出願番号】特願2017-529044(P2017-529044)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｂ   5/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｂ    5/00     　　　Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成30年11月30日(2018.11.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の一体型金属部材から形成された支持金属ベース層を含む支持部材、
　　前記支持部材は、ベアリングプレート部を前記支持金属ベース層に備え、
　第２の一体型金属部材から形成され前記支持部材に取り付けられた可動金属ベース層含
む可動部材、
　　前記可動部材は、可動プレート部と前記可動プレート部から延びて前記支持部材に連
結された可撓性アームとを前記可動金属ベース層に備え、
　前記支持部材の前記ベアリングプレート部と前記可動部材の前記可動プレート部との間
に配置されたベアリング保持凹部、及び
　前記ベアリング保持凹部内に配置され、前記支持部材の前記ベアリングプレート部と前
記可動部材の前記可動プレート部との間において前記ベアリングプレート部と前記可動プ
レート部とを係合して、前記支持部材に対する前記可動部材の動きを可能にするボールベ
アリング、
　を備えたサスペンション組立体。
【請求項２】
　前記ベアリング保持凹部は前記ボールベアリングを緩やかに保持して、前記支持部材に
対して前記可動部材が動くときに前記ボールベアリングが回転することを可能にし、前記
ベアリング保持凹部は前記可動部材と前記支持部材のどちらかに配置される、請求項１に
記載のサスペンション組立体。
【請求項３】
　前記サスペンション組立体は、複数のベアリング保持凹部を含み、前記複数のベアリン
グ保持凹部のそれぞれにボールベアリングを含む、請求項１または２のいずれかに記載の
サスペンション組立体。
【請求項４】
　前記ベアリング保持凹部は、前記支持部材及び前記可動部材の少なくとも１つにおける
１以上の層内のエッチング要素である、請求項１～３のいずれかに記載のサスペンション
組立体。
【請求項５】
　前記ベアリング保持凹部は、前記支持部材及び前記可動部材の１つにおける１以上の層
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内の開口部を含み、前記ボールベアリングが前記１以上の層を変形することなく前記開口
部を通過できないように、前記開口部は前記ボールベアリングの直径より小さい、請求項
１～４のいずれかに記載のサスペンション組立体。
【請求項６】
　前記ベアリング保持凹部は可撓性ペタル（花弁状構造）を含み、該可撓性ペタルは、前
記サスペンション組立体の組み立て工程時に、前記ボールベアリングが前記支持部材の前
記ベアリングプレート部と前記可動部材の前記可動プレート部との間において前記ベアリ
ングプレート部と前記可動プレート部とを係合する位置まで前記開口部を介して押される
ことを可能にする、請求項５に記載のサスペンション組立体。
【請求項７】
　前記ベアリング保持凹部は塑性変形可能なタブを含み、該塑性変形可能なタブは、前記
サスペンション組立体の組み立て工程時に、前記ボールベアリングが前記支持部材の前記
ベアリングプレート部と前記可動部材の前記可動プレート部との間において前記ベアリン
グプレート部と前記可動プレート部とを係合する位置まで前記開口部を介して押されるこ
とを可能にし、
　前記サスペンション組立体は突出部を含み、該突出部は、前記支持部材に対して前記可
動部材が動くときに前記ボールベアリングが回転可能であるように、組み立て終えた前記
サスペンション組立体において、前記塑性変形可能なタブを押して前記ベアリング保持凹
部を引き伸ばす、請求項５に記載のサスペンション組立体。
【請求項８】
　前記ベアリング保持凹部は球体の一部を形成する、請求項１～５のいずれかに記載のサ
スペンション組立体。
【請求項９】
　前記ベアリング保持凹部は、前記支持部材及び前記可動部材の１つにおける１以上の層
内に形成された可撓性保持具を含み、前記ベアリング保持凹部は、前記サスペンション組
立体の組み立て工程時に前記ボールベアリングに接触して前記支持部材の前記ベアリング
プレート部と前記可動部材の前記可動プレート部との間の位置に前記ボールベアリングを
保持する、請求項１～５のいずれかに記載のサスペンション組立体。
【請求項１０】
　前記サスペンション組立体は突出部を含み、該突出部は、前記支持部材に対して前記可
動部材が動くときに前記ボールベアリングが回転可能であるために、組み立て終えた前記
サスペンション組立体において、前記可撓性保持具を押して前記ベアリング保持凹部を引
き伸ばす、請求項９に記載のサスペンション組立体。
【請求項１１】
　前記サスペンション組立体は、前記突出部とベアリングレースとを形成するプレートを
含む、請求項１０に記載のサスペンション組立体。
【請求項１２】
　前記支持部材及び前記可動部材の１つにおける前記１以上の層は実質的に平坦である、
請求項９～１１のいずれかに記載のサスペンション組立体。
【請求項１３】
　前記可撓性保持具は湾曲タブを含み、該湾曲タブは、前記支持部材に対して前記可動部
材が動くときに前記ボールベアリングが回転可能であるために、組み立て終えた前記サス
ペンション組立体においてプレートを係合するように構成される、請求項９に記載のサス
ペンション組立体。
【請求項１４】
　前記支持部材は前記支持金属ベース層に静止ワイヤ取り付け構造を含み、
　前記可動部材は前記可動金属ベース層に可動ワイヤ取り付け構造を含み、
　前記サスペンション組立体は、前記支持部材の前記静止ワイヤ取り付け構造及び前記可
動部材の前記可動ワイヤ取り付け構造に取り付けられ、且つ前記静止ワイヤ取り付け構造
と前記可動ワイヤ取り付け構造との間に延びる形状記憶合金ワイヤを含む、請求項１～１
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３のいずれかに記載のサスペンション組立体。
【請求項１５】
　前記サスペンション組立体はカメラレンズサスペンション組立体であり、
　前記可動部材は、カメラレンズのマウントとして用いられるように構成された可動組立
体の一部である、請求項１～１４のいずれかに記載のサスペンション組立体。
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